
熊
本
地
震
の
被
災
者
支
援
策

６
月
１
日
～
７
日
は
水
道
週
間

申
請
期
限
を
忘
れ
ず
に

節
水
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

①
、②
…
　
福
祉
課
　
社
会
福
祉
班（
合
志
庁
舎
）　
　
　
☎（
２
４
８
）１
１
４
４

③
、④
…
　
都
市
計
画
課
　
建
築
住
宅
班（
合
志
庁
舎
）　
☎（
２
４
８
）３
８
５
５

▼
問
い
合
わ
せ
先
　
上
下
水
道
課
　
水
道
班（
合
志
庁
舎
）

☎（
２
４
８
）１
１
５
９
　
　
　
　
　

家
庭
で
で
き
る
節
水

①�

洗
顔
、
歯
み
が
き
の
と
き
は
水
を
出

し
っ
放
し
に
し
な
い
。

②�

洗
濯
な
ど
に
お
風
呂
の
残
り
湯
を
再
利

用
す
る
。

③�

洗
車
は
、バ
ケ
ツ
に
水
を
く
ん
で
行
な
う
。

漏
水
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

　
漏
水（
宅
地
内
の
水
漏
れ
）を
放
置
す
る

と
上
下
水
道
料
金
が
高
額
に
な
る
ば
か
り

で
な
く
、
限
り
あ
る
水
資
源
を
無
駄
に
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
給
水
管（
本
管
か

ら
宅
地
内
）は
、
基
本
的
に
所
有
者
の
自

己
管
理
に
な
り
ま
す
の
で
、
早
期
発
見
、

早
期
の
修
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

漏
水
の
発
見
の
し
か
た

　
検
針
時（
毎
月
20
日
～
月
末
日
）の「
上

下
水
道
使
用
量
の
お
知
ら
せ
」の
票
と
先

月
の
票
を
比
べ
、
量
が
極
端
に
増
え
た
場

合
は
、
漏
水
の
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

　
次
の
手
順
で
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

①�
全
て
の
水
道
の
蛇
口（
ト
イ
レ
の
給
水

含
む
）を
全
部
閉
め
る
。

②�

水
道
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
を
開
け
、
水

道
メ
ー
タ
ー
の
パ
イ
ロ
ッ
ト
マ
ー
ク
を

確
認
す
る
。

漏
水
修
理
は
市
指
定
水
道
工
事
店
へ

　
水
道
給
水
管
の
修
理
は
、
市
指
定
の
水

道
工
事
店
へ
ご
連
絡
・
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

こ
ん
な
と
き
は
必
ず
届
け
出
を

　
休
止
届
、
開
始
届
、
名
義
変
更
届
は
上

下
水
道
お
客
様
セ
ン
タ
ー
へ
連
絡
し
て
く

だ
さ
い
。

※�

料
金
の
支
払
い
は
、
口
座
振
替
が
便
利

で
す
。（
毎
月
末
日
に
振
替
、
12
月
は
25

日
で
す
）

●
問
い
合
わ
せ
先

　
上
下
水
道
お
客
さ
ま
セ
ン
タ
ー

　
☎（
２
４
８
）１
２
３
２

制度 対象世帯 助成内容

①�リバースモー
ゲージ利子助
成

⑴�県内で住宅を新築または補修をして、金融機関か
らリバースモーゲージ型融資を受けている人
⑵みなし仮設住宅に入居している人
⑶�居住者用のり災証明書が「全壊」または「大規模半
壊」の人、「半壊」で解体をした人

●融資限度額850万円
●�融資に対する利子の
20年分を一括で助
成。

②�自宅再建利子
助成

⑴�県内で住宅を新築または補修をして、金融機関か
ら融資を受けている人
⑵みなし仮設住宅に入居している人
⑶�居住者用のり災証明書が「全壊」または「大規模半
壊」の人、「半壊」で解体をした人

●融資限度額850万円
●�融資に対する利子相
当額を一括で助成。
※収入要件あり

③�民間賃貸住宅
入居支援事業

県内の民間賃貸住宅などへ入居した世帯のうち⑴⑵
のいずれかに該当する人
⑴みなし仮設住宅に入居していた人
⑵�居住者用のり災証明書が「全壊」または「大規模半
壊」の人、「半壊」で解体をした人
※�現在入居されているみなし仮設住宅を個人名義の
契約に切り替えた場合も対象となります。

●一律20万円

④�転居費用助成
事業

応急的な住まいから、県内の自宅・民間賃貸住宅な
どへ移転した世帯のうち⑴⑵いずれかに該当する人
⑴みなし仮設住宅に入居していた人
⑵�居住者用のり災証明書が「全壊」または「大規模半
壊」の人、「半壊」で解体をした人
※�被災した住宅から直接再建先に移転した場合も対
象となります。

●一律10万円

●申請期限
　①、②　住宅再建後その住宅に入居して６カ月以内。（最終期限は平成32年２月29日）
　③、④　�平成29年12月27日までに民間賃貸住宅を契約または転居した世帯
　　　　　…６月27日㈬
　　　　　�平成29年12月28日以降に民間賃貸住宅を契約または転居した世帯
　　　　　…転居日の属する月の末日から６カ月以内

※�パイロットマークがわずかでも
回っていれば、宅地内のどこか
に水漏れがあることになりま
す。

パイロットマーク

福祉課社会福祉班の問い合わせ先は５月７日㈪以降の所在庁舎および電話番号です。
５月２日㈬の問い合わせは、合志庁舎代表電話（２４８－１１１１）にお掛けください。
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健
診
か
ら
始
め
る
健
康
づ
く
り

退
職（
失
業
）に
よ
る

健
康
診
査
を
受
診
し
ま
せ
ん
か

国
民
年
金
保
険
料
の
特
例
免
除
制
度

▼
問
い
合
わ
せ
先
　
保
険
年
金
課（
合
志
庁
舎
）

☎（
２
４
８
）１
２
７
５
　

▼
問
い
合
わ
せ
先
　
保
険
年
金
課（
合
志
庁
舎
）　
☎（
２
４
８
）１
２
７
５

熊
本
西
年
金
事
務
所
　
　
　
☎（
３
５
３
）０
１
４
２

自
覚
症
状
が
出
に
く
い
生
活
習
慣
病

健
診
で
動
脈
硬
化
の
状
態
確
認
を

　
高
血
圧
や
高
血
糖
、
脂
質
異
常
症
、
腎

臓
機
能
の
低
下
な
ど
の
生
活
習
慣
病
は
初

期
の
自
覚
症
状
が
出
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め

多
く
の
人
は
健
診
を
受
け
る
ま
で
生
活
習

慣
病
と
分
か
り
ま
せ
ん
。

　
自
覚
症
状
が
出
始
め
る
の
は
、
動
脈
硬

化
が
75
～
90
％
ほ
ど
進
行
し
た
こ
ろ
で
、

心
筋
梗
塞
や
狭
心
症
、
脳
梗
塞
を
起
こ
す

恐
れ
が
あ
る
危
険
な
状
態
で
す
。
健
診
で

早
め
に
異
常
に
気
付
き
、
食
事
な
ど
の
生

活
習
慣
を
改
善
す
る
こ
と
で
、
生
活
習
慣

病
を
発
症
す
る
リ
ス
ク
を
小
さ
く
し
ま

し
ょ
う
。
ま
た
、
年
に
１
回
健
診
を
受
診

す
る
事
に
よ
り
体
の
変
化
を
見
落
と
さ
な

い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　
26
～
74
歳
ま
で
の
国
民
健
康
保
険
加
入

者
と
75
歳
以
上
の
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

加
入
者
に
は
、
５
月
下
旬
に
健
診
日
程
や

問
診
票
な
ど
を
郵
送
し
ま
す
の
で
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

　
厚
生
年
金
に
加
入
し
て
い
た
人
が
20
歳

以
上
60
歳
未
満
で
退
職（
失
業
）す
る
と
、

国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者
に
な
る
手

続
き
を
行
な
い
、
保
険
料
を
納
め
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
一
方
、
保
険
料
を
納
め
る

こ
と
が
経
済
的
に
困
難
な
人
に
は
、
申
請

に
よ
っ
て
保
険
料
の
納
付
を
免
除
さ
れ
る

制
度
が
あ
り
、
退
職（
失
業
）し
た
年
の

翌
々
年
の
６
月
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
、

特
例
免
除
制
度
を
利
用
で
き
ま
す
。（
退
職

に
は
自
己
都
合
退
職
も
含
ま
れ
ま
す
）

　
こ
の
特
例
免
除
で
は
、
通
常
は
審
査
の

対
象
と
な
る
本
人
の
所
得
を
除
外
し
て
審

査
が
行
な
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
被
扶
養
配

偶
者
だ
っ
た
人
も
、
配
偶
者
が
特
例
免
除

に
該
当
す
れ
ば
、
同
時
に
免
除
申
請
を
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
免
除
が
認
め
ら
れ
る

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
世
帯

主
な
ど
に
一
定
以
上
の
所
得
が
あ
る
と
き

は
免
除
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

●
手
続
き
に
必
要
な
も
の

①�

年
金
手
帳
な
ど
基
礎
年
金
番
号
が
分
か

る
も
の
、
ま
た
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
確

認
で
き
る
書
類

②�

認
め
印（
本
人
が
署
名
す
る
場
合
は
不

要
）

③�

失
業
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
公

的
機
関
の
証
明
の
写
し（
雇
用
保
険
受

給
資
格
者
証
、
雇
用
保
険
被
保
険
者
離

職
票
な
ど
）

保
険
料
の
免
除･

猶
予
期
間
が
あ

る
人
へ「
追
納
」を
お
す
す
め
し
ま
す

　
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除（
全
額
免
除
・

一
部
免
除
）・
納
付
猶
予
・
学
生
納
付
特

例
の
承
認
を
受
け
た
期
間
が
あ
る
場
合
、

保
険
料
を
全
額
納
め
た
と
き
よ
り
も
老
齢

基
礎
年
金
の
受
け
取
り
額
が
少
な
く
な
り

ま
す
。

　
そ
こ
で
、
将
来
受
け
取
る
老
齢
基
礎
年

金
を
増
額
す
る
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
期
間

の
保
険
料
は
、
10
年
以
内
で
あ
れ
ば
さ
か

の
ぼ
っ
て
納
め
る
こ
と
が
で
き
る
追
納
制

度
が
あ
り
ま
す
。

　
た
だ
し
、
免
除
な
ど
の
承
認
を
受
け
た

期
間
の
翌
年
度
か
ら
起
算
し
て
３
年
目
以

降
に
追
納
す
る
と
、
当
時
の
保
険
料
額
に

一
定
の
加
算
額
が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

　
追
納
の
お
申
し
込
み
は
、
熊
本
西
年
金

事
務
所
ま
で
お
願
い
し
ま
す
。

健診種類 生活習慣病健診 特定健診 後期高齢者健診

対象年齢 26歳～ 39歳 40歳～ 74歳 75歳以上　※１

対象者
・合志市国民健康保険加入者
・加入の社会保険で健診を受
ける機会がない人

合志市国民
健康保険加
入者

社会保険
加入者

後期高齢者医療制度
（合志市）加入者

料　　金 1,500円 1,500円
加入の保険
者に確認し
てください

800円

実施主体
（問い合わせ先） 保険年金課 保険証記載

の保険者 保険年金課

健診時は、空腹状態（できるだけ10時間以上飲食しない）で受診してください。
※１　65歳以上75歳未満で一定の障がいがある人も含みます。

保険年金課の問い合わせ先は５月７日㈪以降の所在庁舎および電話番号です。
５月２日㈬の問い合わせは、合志庁舎代表電話（２４８－１１１１）にお掛けください。
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